
水草研究会会報投稿規定

1. 投稿は本会会員に限る。但し、本会が依頼した場合 

はこの限りではない。

2. 原稿内容は、水草*に関する調査、研究報告、解説

(総説）、短報、諸資料、諸情報、ヱッセイ、他とす 

る。なお原稿の内容に疑義のある場合は、書き直しを 

求めることがある。

3. 原稿作成にあたっては、以下の諸点に留意する。

A. 原稿は横書き原稿用紙に楷書するか、 ワープロ 

(和文タイプ）を用いる。

B. 原著に相当する報文には著者名及びタイトルの英 

語を併記すること。また、著者が必要と認めた場合 

は、英文摘要 （ A b s t r a c t )をつけることができる。

C. 図は活字の貼り込みをのぞき、そのまま製版でき 

るように仕上げる。図 （写真含む）の右上または裏 

面に、図の番号と著者名を書き、説明は別紙に一括 

する。表は別紙に書く。表の説明は各表の上側につ 

け、必要に比、じ、下に注をつける。

D . 文献の引用は、文献番号ではなく、著者名と年号 

を明記する。

(例） 『三 木 （ 1 9 3 7 )は、 …』 『…で あ る （三木、 

1937)』。また、文末の引用文献は、最近号の例に 

ならって、著者の姓名のアルファべット順に配列す 

る。

4. 掲載の順序と体裁、並びに校正は編集担当者に一任 

のこと0 なお、特に希望する点があれば申し出る。

5. 別刷を必要とする場合は、投稿時に必要部数を申し 

込むこと （ 50部以上、50部単位）。 費用は著者負担 

とする。

6. 送稿や編集に関する通信は、〒657神戸市灘区鶴甲 

1 - 2 - 1 神戸大学教養部生物学教室角野康郎宛 

とする。

* ここで言う水草は狭養の水草に限定せず、広く湿地や 

水辺の植物なども含むものとする0

今年の最初の会報をお届けします。今回は、印刷所のオペレーター泣かせの難しい漢 

字が多いなど、編集•入力•校正それぞれの段階でいつもより苦労がありましたが、 そ 

れぞれに貴重な内容の原稿を形にすることができ、ほっとしているところです。 うすっ 

ぺらな会報でも、 1号々々の積み重ねはすごいものになる（いや、 そうしなければなら 

ない） と思いながら編集に取り組んでいます。

さて、今、高知市で開かれた植物分類学会から帰ったばかりでこの後記を書いていま 

す0 学会の中で、いままで時代遅れの学問として片隅に追いやられがちであった分類学 

に 「追い風」が吹き始めたという話がありました。自然界の多様性と取り組む分類学の 

重要性がようやく認識され、様々な分野からの期待が高まってきたということです。 こ 

れは水草の場合も同じです。圧倒的少数派として水草を研究することに慣れてきた者に 

してみれば、戸惑うような状況が到来しつつあります。 これは我々にとってたいへん嬉 

しいことなのでしょう。 これからの数年間にどれだけのことがやれるか、 それがひとつ 

の分岐点になるであろうと考えています。大袈裟ですか？ （角野康郎）



水草研究会会則

1. 本会は水草研究会と称する。

2. 本会は水草に関する研究および知識の普及と会員相 

互の親睦をはかることを目的とする0

3. 本会は上記の目的を達成するための事業を行なう0

(1) 研究発表会、講習会、採集会などの開催

(2) 会報の発行

(3) その他、必要と認めた事項

4. 会員は普通会員（一般会員と学生会員）と特別会員 

とにわける。

(1) 普通会員は本会の趣旨に賛同して所定の会費を 

納めた者。

(2) 特別会員は会の推薦による顧問と名誉会員。

(3) 会員は会報の配布をうけ、本会の事業に参加で 

き る 0

5. 本会には次の役員をおく。

会 長 1 名、副 会 長 2 名、会 計 2 名、

幹 事 若 干 名 、

役員の任期は2 年とする。ただし重任を妨げない。本 

会は名誉会長ならびに名誉顧問をおくことができる。

役員の選出は、役員会で推薦し、総会で承認を得る。

6. 役員の任務は次のようである。

会長は会を代表し会務を統べる。会長支障あるときは 

副会長がこれに代わる。会計は本会の経理を担当する。 

幹事は会務を処理する。

7. 総会は原則として年1 回開催する。総会に付議する 

おもな事項はつぎのようである0

( 1 ) 役 員 選 出 （2 ) 会 務 報 告 （3 ) 会則変更

( 4 ) その他必要と認めた事項

8. 本会に入会するには、入会申込書に1年分の会費を 

そえて会長に提出する。退会する場合は、退会届を会 

長に提出する。ただし、退会のとき、すでに納めた会 

費は払い戻しをしない。

9. 会計年度は1 月 1 日より12月 3 1 日までとする。

10. 会費は一般会員年額3,000円，学生会員はその半額 

とする。ただし特別会員は会費を徴収しない。

11. 本会の経費は、会費およびその他の収入による。

12. 本会の事務所は、会長の指定するところにおく 0

水草研究会役員（ 1991〜 1992年）

会長加崎英男

副会長桜井善雄，浜島繁隆

幹 事 沖 陽 子 * ，角 野 康 郎 *，国 井 秀 伸 *，

下 田 路 子 *，田 中 修 ，納田美也，

林 浩 二 * ，別 府 敏 夫，星 一 彰

(アイウ順，* 会報編集委員) 

名誉会長原田市太郎 

名誉顧問大滝末男

新入会，住所変更，退会の連絡は

〒657神戸市灘区鶴甲1 - 2 - 1

神戸大学教養部生物学教室内

水 草 研 究 会

T E L  (078) — 881—1212 (内)6257 (角野)


